
●よろず相談
と　き　2月18日（水）
　　　　午後1時〜午後3時
ところ　役場3階会議室3
相談員　行政相談委員
　　　　人権擁護委員
問合せ　総務課総務・防災係　☎28・6003
　　　　福祉課福祉・少子係　☎28・0912

●消費生活相談
と　き　2月18日（水）
　　　　午後1時〜午後3時
ところ　役場3階会議室3
相談員　消費生活相談員
問合せ　都市計画課地域振興係 
　　　　☎28・2463

●いのちの相談
「いのちの電話」（通話無料）
受付時間　毎月10日　
　　　　　午前8時〜翌日の午前8時　　
　　　　　☎0120・738・556

「名古屋いのちの電話」（通話有料）
受付期間　24時間いつでも
　　　　　☎052・931・4343
問合せ　福祉課福祉・少子係  ☎28・0912

●子育て相談
と　き　月曜日〜金曜日（祝日除く）
　　　　午前10時〜午後3時
ところ　各保育園
相談員　町保育士
問合せ　豊山保育園　☎28・2888
　　　　冨士保育園　☎28・3459
　　　　青山保育園　☎28・3562

●身体障がい者等相談
と　き　2月10日（火）
　　　　午前10時〜午前11時30分
ところ　総合福祉センター
　　　　しいの木2階　相談室
　　　　☎39・0776（電話相談可）
相談員　身体障害者相談員
問合せ　福祉課福祉･少子係　☎28・0912

●母子家庭自立支援・就業相談
と　き　2月10日(火)
　　　　午前10時〜午後3時30分
ところ　役場1階　相談室
相談員　愛知県母子自立支援員
問合せ　福祉課福祉・少子係　☎28・0912

●女性相談
と　き　2月19日（木）
　　　　午前10時〜午後3時30分
ところ　役場1階　相談室
相談員　愛知県女性相談員
問合せ　福祉課福祉・少子係　☎28・0912

●家庭児童相談
と　き　2月20日（金）
　　　　午前10時〜午後3時
ところ　保健センター2階　研修室
相談員　愛知県家庭相談員
問合せ　保健センター　☎28・3150

(要予約)

●教育相談
と　き　月曜日〜金曜日(祝日除く)
　　　　午前9時〜午後4時

　　　　☎0120・28・7867
ところ　新栄学習等供用施設
相談員　町教育相談員
問合せ　学校教育課学校教育係 
　　　　☎28・2211

ナヤムナ

●心配ごと相談
と　き　2月17日（火）
　　　　午後1時30分〜午後3時
ところ　総合福祉センター
　　　　しいの木2階　相談室
相談員　民生児童委員
問合せ　社会福祉協議会　☎29・0002
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（別表）
（変更前）  （変更後）

利用者負担段階区分
利用者負担

上限額（月額）
利用者負担

上限額（月額）

一般世帯
（下記の区分に該当
しない方）

37,200円（世帯）

24,600円（世帯） 24,600円（世帯）

15,000円（個人） 15,000円（個人）

現役並み所得

一　般

44,400円（世帯）

37,200円（世帯）

見直し

住民税非課税世帯

※利用者負担上限額（月額）の「世帯」とは、例えば世帯に要介護認定者
　が2名いる場合、2名の合計という意味です。    
※「現役並み所得」とは、課税所得145万円以上で年収が単身世帯の場
　合383万円以上、2名以上の世帯の場合520万円以上のことです。

合計所得金額と課税
年金収入額の合計が
80万円以下の方など


